
○伊東市空き缶等のポイ捨て防止に関する条例施行規則 

平成８年３月２９日 

伊東市規則第９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、伊東市空き缶等のポイ捨て防止に関する条例（平成８年伊東市条例

第６号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（自動販売機の届出） 

第２条 条例第９条第１項の規定による届出は、自動販売機設置届出書（第１号様式）を

２部提出することにより行うものとする。 

２ 条例第９条第２項の規定による届出は、自動販売機（変更・撤去）届出書（第２号様

式）を２部提出することにより行うものとする。 

３ 市長は、前２項の届出書を受理したときは、その１部に届出済印を押して返付するも

のとする。 

（届出を要しない自動販売機） 

第３条 条例第９条第１項に規定する規則で定める自動販売機は、次の各号の一に該当す

るものとする。 

（１） 工場、事務所等の敷地に設置し、当該関係者以外の者が利用できない自動販売

機 

（２） 建物の内部に設置し、当該建物に立ち入らなければ利用できない自動販売機（市

長が必要があると認めるものを除く。） 

（３） その他市長が届出を要しないと認める自動販売機 

（軽微な変更） 

第４条 条例第９条第２項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、自動販売機の

設置場所の変更で、届出に係る場所と同一敷地内において当該届出に係る場所から５メ

ートル以内の変更とする。 

（届出済証） 

第５条 条例第１０条第１項の規定による交付は、自動販売機届出済証（第３号様式）に

より行うものとする。 

（紛失届出等） 

第６条 条例第１０条第３項の規定による届出は、届出済証（紛失・損傷）届出証（第４



号様式）を２部提出することにより行うものとする。 

（回収容器） 

第７条 条例第１２条の規定により回収容器を設置しようとするときは、次の各号に掲げ

る要件を備えたものを自動販売機の設置の場所から５メートル以内で、空き缶等の投入

に支障のない位置に設置しなければならない。 

（１） 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。 

（２） 容積は、空き缶等の散乱を防止するために十分な大きさを確保するものとし、

特に飲食物を販売する自動販売機については、３０リットル以上とすること。 

（３） 缶、瓶、燃えるごみ等分別識別の表示があること。 

（事業者等に対する要請等） 

第８条 条例第１３条第１項に規定する要請は、ポイ捨て及び空き缶等の散乱防止要請書

（第５号様式）により行うものとする。 

２ 条例第１３条第２項に規定する報告は、ポイ捨て及び空き缶等の散乱防止措置報告書

（第６号様式）により行うものとする。 

（勧告） 

第９条 条例第１４条に規定する勧告は、ポイ捨て及び空き缶等の散乱防止勧告書（第７

号様式）により行うものとする。 

（勧告履行命令） 

第１０条 条例第１５条に規定する命令は、ポイ捨て及び空き缶等の散乱防止勧告履行命

令書（第８号様式）により行うものとする。 

（身分証明書） 

第１１条 条例第１６条第３項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書（第９号様式）

とする。 

附 則 

この規則は、平成８年１０月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



第１号様式（第２条第１項関係） 

第２号様式（第２条第２項関係） 

第３号様式（第５条関係） 

第４号様式（第６条関係） 

第５号様式（第８条第１項関係） 

第６号様式（第８条第２項関係） 

第７号様式（第９条関係） 

第８号様式（第１０条関係） 

第９号様式（第１１条関係） 

 


